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1.議論の前提・問題意識 

平成 24 年版の高齢社会白書によると、我が国の高齢化率は 23.3％で世界一となってお

り、平成 35 年には 30％を超えると予想されている。認知症の危険因子として加齢の影響

は強いと考えられ、認知症は今後増加し続けることが想定される。世界で類を見ないペー

スで高齢化が進む我が国において、認知症の人にどの様に対応し、どの様に支援していく

かは極めて重要な課題である。 

介護保険データをもとに平成 22 年の「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者

数を推計すると約 280 万人となり、平成 37 年にはこれが約 470 万人になると予想されてい

る*1。一方、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅰ以下を含め、我が国の認知症者数を把握

するために厚生労働科学研究費によって行われた調査によると、我が国の高齢者の認知症

有病率は 15％、平成 22 年時点で約 439 万人と推計された*2。また、正常でも認知症でもな

い軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment: MCI）の方は 13％、約 380 万人と推計され

た。MCI のうち認知症に移行する人の存在を考えれば、今後認知症の人は更に増加すると

予想される。 

認知症の人の増加に伴い精神科病院に入院する認知症の人も増加が予測される。認知症

の人の入院に関して、平成 23 年に「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チー

ム第 2 ラウンド（認知症と精神科医療）」（以下第２ラウンド、とする）のとりまとめの公

表が行われ、その中では、認知症治療病棟に入院中の患者の 50％が退院できるまでの期間

を、平成 32 年度までに、現状の約 6 ヶ月から 2 ヶ月とするように目標が定められている。

また、精神科医療の役割を明確化、退院可能と判断される認知症の人が地域の生活の場で

暮らせるようにするための取組等が示されている。認知症の人が暮らすべき場所は、住み

慣れた良い環境であるとされ、これらをふまえ、平成 24 年に「認知症施策 5か年計画（オ

レンジプラン）」が公表され、以降このプランに沿った施策が進んでいる。 

先のとりまとめでは、認知症の人の入院に関して、「居住先・支援が整えば、退院可能性

がある」との回答が 6 割であり、居宅や通所・施設での介護サービスや医療サービス等の

支援があれば、必ずしも入院をしなくても地域社会で生活できる人がいると考えられてい

る。このような「条件さえ整えば精神科への入院をしなくても良い人」が長期に入院する

ことなく地域で生活することができれば、認知症の人自身の生活への満足度が向上するだ

けでなく、住み慣れた環境で過ごすことによる入院に伴うリロケーションダメージの軽減、

さらには限りある医療資源の有効活用にもつながるものと考えられる。 

そのためには、①認知症の人のうち、どのような状態の人に精神科病院への入院が必要

なのか、また②入院せずにできる限り住み慣れた地域で暮らし続けるためにはどのような

支援環境等が必要なのか、が明確化されることが重要であり、かつそれらは医療関係者と

介護関係者との間で認識を共有できるものでなければならない。 

本研究会では、①②の明確化に向け、認知症に関係する、医療・介護団体の代表者や有

識者等が一同に会し、６回にわたって、精力的に議論・検討を進めた。 

 

*1 厚生労働省平成 24 年 8 月公表「認知症高齢者数の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について 

*2「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」平成 25 年報告 
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2.精神科病院への入院治療が必要な状態とは 

2.1.入院の実態 

(1) 入院に関する規定 

認知症を含む精神科医療では、患者本人が病識を欠くことがあり、症状によっては本

人の意思に反したり行動を制限したりする必要があることから、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（以下、「精神保健福祉法」とする）に基づき、人権に配慮し処遇

することが定められている。 

そのため、精神保健福祉法に基づく医療保護入院、措置入院、応急入院では、精神症

状等の入院の要件を満たし、かつ、精神保健指定医による診察が必須となっている。 

 

(2) 入院の現状 

本研究会における検討の中では、認知症の人の入院について、居宅や介護施設等から

精神科病院に入院する事例のうち、精神症状の強い処遇困難事例はその一部であるが、

その一方で、家族の介護が限界に達した場合や、精神科救急（スーパー救急）への搬送

患者といった重症の人も増えているとの意見があった。 

また、身体合併症を診るべきことが期待される、地域の基幹的な総合病院や一般病院

において、治療すべき身体疾患があったとしても、認知症があるということを理由に精

神科病院に認知症の人を送るようなことも起こっているとの意見があった。 

一方、入院しなくても、生活の場において生活支援等により適切に対応していくこと

で行動・心理症状も治まっていき「住み慣れた地域で最期まで暮らせる」を成功させて

いる地域についても報告があり、こうしたことからは、入院が必要な認知症の人の状態

は家族・事業所・施設・地域の介護スキル等、周囲の環境によって大きく異なると考え

られる。 

 

精神科病院への入院が必要な認知症の人の状態、認知症の人が住み慣れた地域で暮ら

し続けるために必要な支援環境、両者に関して医療関係者と介護関係者との間での認識

共有をはかる、という本研究会の目的をより詳細に検討するために、本研究会では、認

知症治療病棟を有する精神科病院を主な対象とする、「精神科病院に入院する認知症の

人の状態等に関するアンケート調査*3（以下、「アンケート調査」と略記）」を行った。  

その結果、入院した認知症の人（n=4,829）に関して、医療側（n=3,540）と介護側

（n=1,289）の比較において、認知症の診断名、入院形態、入院希望者、認知症高齢者

の日常生活自立度、障害高齢者日常生活自立度、要介護度、入院前のかかりつけ医の有

無、入院理由、入院の理解・同意能力、FAST*4を用いた認知症の重症度、認知症の周辺

症状、行動・心理症状の程度(NPI-Q) *5 において、統計学的な有意差をもって違いが認

められた（表１）。医療側と介護側が同一の認知症の人に対して行った調査ではないた

め一概には結論づけることはできないが、医療側と介護側の間で認識に差がある可能性

が考えられた。 

また、入院理由が、「行動・心理症状の増悪」「薬剤の調整」「診断を確定するため」

「中核症状の進行」「身体合併症の治療のため」といった医療的要因のみで入院した人

は 27.8％、これらの理由をひとつも挙げていない人が 4.4％いた（図 1）。前者を医療

的要因により入院となった「医療的入院群」（n=787）、後者を非医療的要因により入院
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となった「非医療的入院群」(n=191)と便宜上定義し、精神科病院からの回答について、

両群を比較すると、入院前の居所、認知症高齢者の日常生活自立度、要介護度、入院前

に利用していた主なサービス、入院の理解・同意能力において、統計学的な有意差をも

って違いが認められた（表２）。このように、入院前の居所、利用していたサービスに

おいて差が認められたことからは、認知症の人の入院に関して、医療的な支援も重要で

あるが、生活環境や介護による生活支援等が果たす役割も大きく、適切な介護により入

院回避が可能となる場合があることが示されているのではないか、と考えられる。 
 

*3 精神科病院に入院している（いた）認知症の人の、入院時点の状態等について、全国の認知症治療病棟を有する精神科病院や、精

神科病院に入院した人がいる介護施設・事業所（特養、老健、グループホーム、小規模多機能、ケアマネ事業所）に調査票を郵送。入院

した認知症の人 4,829 件分の回答が平成 24 年 10～12 月に集まった。回答のうち 3,540 件が精神科病院からの回答となった。 

*4Functional Assesｓment Staging （アルツハイマー病の代表的な、アセスメントツール） 

*5Neuropsychiatric Inventory-Brief Questionnaire Form (家族介護者の介護負担の程度に関する  評価尺度) 

 

(3) 入院理由 

アンケート調査からは、入院した認知症の人の約 8割において「行動・心理症状の増

悪」が入院理由に挙げられていたが、「介護者の事情（家庭・地域・施設で対応困難）」

や「家族の疲弊」が理由として挙げられていた人もそれぞれ、約 4割、約 3割に達して

いた（図２）。 

「医療的入院群」「非医療的入院群」両群を比較すると、非医療的入院群では、入院

前は自宅でかつ独居の人が 14.3％（図３）であった。また重度認知症デイケアや精神

科訪問看護等の精神医療に関するサービスや介護保険サービスを利用していない人が

47.6％であった（図４）。行動・心理症状に着目した場合、両群で興奮、易怒性、妄想、

無関心、脱抑制、幻覚、異常行動、うつ、不安で統計学的有意差をもって違いが認めら

れた（表３）。またこの中で、妄想と幻覚、興奮と脱抑制・易怒性、うつと不安、それ

ぞれにおいて相関が認められた（表４）。 

これらから、現状では精神科病院に入院する認知症の人のなかで、環境の整備や、居

宅や通所・施設における介護サービスや医療サービス等の支援があれば、必ずしも入院

を必要としない人がある程度の割合でいること、現状で入院となっている人に関して、

その行動・心理症状の状態はどのようなものであるのか、が示されたものと考えられた。 

 

(4) 入院日数 

平成 23 年の患者調査では、精神病床に入院するアルツハイマー病の人のうち、地域

での受け入れ条件が整えば退院可能と考えられる人の平均在院日数は 782.5 日であり、

精神病床に入院するアルツハイマー病の人全体の平均在院日数（290 日）の約 2.7 倍で

あった（図５）。 

精神科病院には、認知症治療病棟等、様々な機能を有する病棟があるが、現行の患者

調査では分類した調査が実施されておらず、また、それぞれの国によって認知症の人の

受け入れ先が異なること、我が国の患者調査では、OECD が定めた平均在院日数の定義

に即してデータを収集していないことから、入院日数に関する国際比較は困難である。 

アンケート調査からは、入院日数 90 日以内の認知症の人が 26.3％、120 日以内の人

が 32.6％を占める一方、731 日以上の認知症の人が 18.7％を占めていることから、短
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期間で退院している群と、長期入院が固定化した群との、二峰性があることが示された

（図 6）。 

平成２４年策定の「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」*6において、地域で精神

医療が実施される体制を構築するための目標として、「認知症の行動・心理症状で入院

が必要な場合でも、できる限り短い期間での退院を目指すために、ある月に新たに精神

科病院に入院した認知症の人（認知症治療病棟に入院した患者）のうち、５０％が退院

できるまでの期間を平成 32 年度までに２ヵ月（現在は６ヵ月）とできるよう体制を整

備すること」としている。都道府県は、そのために、認知症の退院患者平均在院日数や、

認知症新規入院患者２ヶ月目以内退院率などの現状を把握・分析し、地域の実情に応じ

て圏域や数値目標の設定を行い、施策・事業について医療計画に記載するとしている。 

なお、都道府県が策定する医療計画と介護保険事業支援計画については、一体的に進

める必要がある。 

 

*6 医政指発 1009 第 1 号、障精発 1009 第 1 号、老高発 1009 第 2号 

 

2.2.入院が必要な状態 

(1) 入院のあり方 

本研究会のなかでは、認知症の人の入院においては、行動・心理症状が大きな要因を

占め、その際、家族は限界まで疲れ果ててから認知症の人を入院させることがあるため、

たとえ入院し、行動・心理症状が緩和されても在宅復帰を尻込みし、結果として入院が

長期化する負の連鎖があることが議論された。先に述べたオレンジプランにおいては、

標準的な認知症ケアパスの作成・普及をその筆頭の取組みにあげている。このケアパス

の考え方が普及することによって、認知症の人やその家族は、認知症と疑われる症状が

発生したときから生活機能障害が進行していく中で、その進行状況にあわせて、いつ、

どこで、どのように医療や介護サービスへアクセスし、どの様な支援を受けることがで

きるのか、を早めに理解することが可能となると考えられている。これによって、その

後の生活に対する安心感につながり、早期・事前的な対応を行う事で、危機の発生を防

ぐこととされており、ケアパスの普及により、入院が必要な状態に至らなくなることが

増加すると考えられる。 

行動・心理症状への対応に関しては、必ずしも入院治療が必要な訳ではなく、研究会

においては、まず薬物治療ではなく、家族や環境といった点に関する包括的なアプロー

チを試みることが望ましいが、行動・心理症状の大変な時期等には、入院が必要となる

との意見があった。但し、入院が必要な時期は一時的であることから、入院した場合で

も早期かつ円滑に退院できることが重要であるとの意見があった。 

したがって、精神科病院における認知症の人の入院に関しては、必要性を見極めたう

えで、標準化された高度な専門的医療サービスを短期的、集中的に提供する場として、

長期的、継続的な生活支援サービスを提供する、介護サービス事業所や施設とは、適切

に役割分担がなされることが望まれる。 

 

(2) 入院が必要な状態の整理の考え方 

これまで述べたように、認知症の人が精神科病院に入院する際には、多くの場合、行

動・心理症状に対する、緊急的、短期的な治療がその目的となり、そのような場合の入
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院に関しては「精神保健福祉法」に基づき、医学的な判断により行われている。しかし、

行動・心理症状については、必ずしも入院が必要ではなく、家族や環境といった面の整

備を行うことで、住み慣れた地域での生活が継続可能となる、という本研究会の検討状

況を踏まえれば、将来的には地域環境や介護体制の整備によって、入院しなくてもよい

認知症の人は増加すると考えられる。 

また、今回のアンケート調査で、精神科病院への入院の主要因は行動・心理症状の増

悪のためであったが、家族の希望や介護者の事情等も約 4割あった。これらは、現状に

おいても入院が必要とはいえないものの、第 2ラウンドのとりまとめに示されたように、

家族の介護力、必要なサービス支援、受け皿の不足等の理由によって地域での生活を実

現できなくなるような状況があるといえる。今後、地域での生活を実現できるような条

件が整えば入院には結びつかないと考えられる。 

従って、入院が必要な状態については、必須となる地域での基盤づくり等の整備を前

提として、将来に向けては医療的な理由に収斂し、医療的な理由の場合にも、家族支援

や環境の整備を進めていくことで、その対象はより収斂していくものと考えられる。 

とはいえ、介護力、サービス支援、受け皿は地域による差異は大きく、入院が必要な

状態をまとめあげる、ということは困難を有する。しかしながら、この状態に関して、

医療関係者、介護関係者等の間で、認識は共有できるものでなければならないことから、

次に示すように整理を行った。 

 

(3) 入院が必要な状態 

（２）に示したように、認知症の人の精神科病院への入院は、医学的な治療を目的と

したものへと収斂していくと考えられる。 

その上で、本研究会における整理としては、アンケート調査による入院理由に関する

結果（上述 2.1.(3)）をもとに、認知症の人の精神科病院への入院が必要な状態とは、

精神保健福祉法に則って、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ

があると認められる場合に加えて、 

（１）妄想（被害妄想など）や幻覚（幻視、幻聴など）が目立つ 

（２）些細なことで怒りだし、暴力などの興奮行動につながる 

（３）落ち込みや不安・苛立ちが目立つ 

ことにより、本人および家族など介護者の QOL（睡眠・摂食・就労など）等が阻害され、

非薬物的療法では改善がなく、拒薬や治療拒否があり、薬剤調整など認知症の専門医に

よる入院医療が必要とされる場合と考えられる。 

また、精神症状と身体疾患を合併し、入院治療を必要とする場合に関しては、より緊

急性の高い症状に対する治療を優先するべきであるが、そうした場合においても、各々

の専門科による連携の下で、その判断がなされることが望まれる。 

なお、将来的には地域環境や介護体制の整備によって、入院はいっそう収斂していく

ものと考えられることから、今後も引き続き、検討を重ねていくべきであると考えられ

た。 
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3.できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるための条件とは 

認知症の人が、精神科病院への入院が必要な状態になったとしても、退院後にもできる

限り住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域において、次のような環境を整える必

要がある。 

○ 地域での生活を支え、介護を支援する精神科医療の体制 

○ 身体合併症に対する医療体制 

○ 地域での生活を支える介護体制 

 

3.1.地域での生活を支え、介護を支援する精神科医療の体制 

(1) 診断・相談等への対応 

介護現場の能力を高め、介護で対応できる範囲を広げるためには、精神科医療の専門

性を活かした介護事業所等への後方支援が不可欠である。 

具体的には、精神科病院等が介護事業所等と連携する、あるいは地域のネットワーク

に加わり、介護職員や家族、認知症の専門医ではない一般診療医等からの相談に専門的

な助言を行ったり、通院や往診（通院困難な場合）等により適切な診断・治療を行った

りすることが必要である。このため、精神科医療は、地域から見て、一層身近で気軽に

頼れるような存在となっていくことが求められ、精神科の機能や体制が、具体的に「見

える化」されていることが求められる。 

また、一般的には認知症を専門としない精神科医が多いことから、介護事業所等への

後方支援体制の整備に向けては、認知症を専門とする精神科医を増やすことも必要とな

る。 

 

(2) 標準的な認知症の治療内容の広報・普及 

研究会で議論を進める中、精神科病院において、認知症の人にどの様な治療を行って

いるのかを明らかにする必要があるという指摘があったことから、委員から、急性期認

知症入院クリニカルパス*7が紹介され、入院日数の短縮や医療費の適正化といった導入

効果があることが示された。また、かかりつけ医のためのＢＰＳＤに対応する向精神薬

使用ガイドライン*8も出され、認知症の治療の標準化の試みがなされている。 

しかしながら、このような精神科病院における認知症の人への標準的な治療内容（ク

リニカルパスやガイドライン）は、患者・家族や認知症を専門としない医療関係者には

あまり知られておらず、今後は、全国の精神科病院への普及や、精神科の入院治療内容

が一般の人から見て、具体的に理解され易くするような取組を進めていく必要がある。 
 

*7 クリニカルパスとは、主に入院時に患者さんに手渡される病気を治すうえで必要な治療・検査や介護などをタテ軸に、時間軸（日付）をヨコ

軸に取って作った、診療スケジュール表のこと（日本クリニカルパス学会 HP より）、クリティカルパスともいう。 

*8 平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業「認知症、特にＢＰＳＤへの適切な薬物使用に関するガイドライン作

成に関する研究」 

 

 

(3) 早期診断・早期対応の体制への積極的関与 

オレンジプランでは「認知症初期集中支援チーム」「認知症地域支援推進員」の設置

によって早期診断・早期対応の体制を構築することを目指している。介護保険法の地域

支援事業の包括的支援事業にこれらを位置づけることを想定している。平成 30 年度に
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は事業委託や共同実施を可能とし、全ての市町村で実施することを想定している。また、

これをサポートする基幹型、地域型、診療所型の各認知症疾患医療センターを整備する

事により住み慣れた地域での生活の継続を支援することを想定している。 

このような将来像のためには、各地域の精神科医療が、それら体制の整備に積極的に

関わっていく必要がある。 

 

(4) 退院支援 

一時的に入院が必要となった場合でも、症状が緩和され次第、できる限り早期に退院

し地域に円滑に戻ることが望まれる。そのためには入院時から退院時を見据え介護事業

者等と連携し退院計画の作成、退院調整等を進めることが必要である。 

なお、精神科病院に入院している患者の地域生活への移行を促進するため、平成 26

年 4 月施行の改正精神保健福祉法では、精神科病院の管理者に、 

ア 医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う退院後生活環

境相談員を設置すること 

イ 医療保護入院者本人又はその家族等に対して、これらの者からの相談に応じ必要

な情報提供等を行う地域援助事業者を紹介すること 

ウ 医療保護入院者の入院の必要性等について審議する医療保護入院者退院支援委

員会を設置すること 

を義務付けることとしており、認知症の人の一層の退院促進が期待される（イの措置

については努力義務）。 

 

(5) アウトリーチ（訪問）の拡大 

研究会において、居宅や施設への精神科医のアウトリーチは、入院によるリロケーシ

ョンダメージを最小化できることから、精神症状の発現をかなり抑えられるという報告

があった。また、精神症状が落ち着けば通常の外来受診が可能になるだけでなく、医療

関係者が地域に出ることで民生委員・行政・老人会等とのネットワークが作り易くなる

というメリットもあることから、アウトリーチの拡大が望まれる*9。なお、平成 26 年度

診療報酬改定において、精神科重症患者早期集中支援管理料が新設される等、入院患者

の地域生活への移行や、地域定着を促進すること、とされている。 

しかしながら、研究会において、認知症の診断・治療を専門的に行える精神科医はか

なり少数であり、アウトリーチする精神科医は更に少数であるという意見が挙がった。

アウトリーチのスキルは必ずしも特殊・複雑なものではないことから、全国でアウトリ

ーチする精神科医を増やしていくためには、支援・促進策の検討が必要である。 

 
*9 例えば、精神障害者アウトリーチ推進事業実施要綱においては、支援対象者に、認知症による周辺症状（BPSD）がある者及びその疑いの

ある者があげられており、またアウトリーチチーム体制の整備に関して、地域生活を定着させるために、支援対象者の状態に応じた医療面・

生活面の支援等、必要な支援が適切に提供される体制として、保健医療スタッフと福祉スタッフ等から構成する多職種による支援体制（アウト

リーチチーム）を整備する、保健所、精神保健福祉センターは、アウトリーチチームへの技術的な支援（対象者の選定等）や関係機関との調

整等を行い、地域の精神保健福祉活動の充実に向けた役割を行うものとする、とされている。 

 

3.2.身体合併症に対する医療体制 

(1) 現状・課題 

身体合併症の悪化は認知症の症状も悪化させることから適切な医学的管理が必要で

ある。しかしながら、認知症を専門とはしていない医師による薬剤の利用に起因して症
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状が悪化することや、認知症に不慣れなため対応が困難となり、認知症があるだけで身

体疾患の治療を行えず、精神科病院に送ってしまうことによって、身体合併症が悪化す

る等の課題があることが、研究会において議論された。 

 

(2) 精神科リエゾン 

身体合併症を伴う認知症への対応には、身体疾患の治療と並行・連携し、認知症の専

門医による認知症への対応が必要となる。 

研究会において、内科等の一般診療科と精神科を併せ持つ医療機関では院内で治療を

完結できる環境があるにもかかわらず、診療科間の連携の悪さが課題となっているケー

スが少なくないこと、この解決策として、精神科医が院内他科へのリエゾンを行ったり、

看護師等も含む多職種での連携により、認知症の早期診断と適切な対応を可能とする仕

組みについて報告があった。 

一方、精神科を持たない医療機関においては、精神科を標榜する医療機関と連携する

ことで、上記と同様の、同機関の精神科医（サポート医）による相談・支援体制の整備

を可能とする仕組み*10があるため、今後これらの体制のさらなる整備等によって、身体

合併症を伴う認知症への対応が適切になされる事が望まれる。 

 

*10 精神科救急医療体制整備事業における縦列モデル 

 

(3) 医師や看護師等への研修 

研究会において、一般の医療機関の職員やかかりつけ医等、認知症を専門としない医

療従事者の一部においては、認知症に対する知識が不足していたり、認知症の人への対

応に不慣れなため、早期診断・早期対応が十分に為されない可能性もあることが指摘さ

れた。 

例えば、日本看護協会の認知症看護認定看護師の養成・配置は僅かであり*11、多くの

一般病院の看護師は認知症の人への対応は十分とはいえず、また、認定看護師の配置さ

れている病院でも対応困難となった場合に、精神科病院への転院を余儀なくされている

ケースもあることが報告された。 

認知症の人が、一般の医療機関やかかりつけ医等で適切に受療できる地域をつくって

いくためには、医療従事者に対する研修や、認知症対応マニュアルの作成・配布等を通

じ、地域での対応能力の底上げを図っていく必要がある。なお「認知症施策 5か年計画

（オレンジプラン）」においては、平成 29 年度末までに「かかりつけ医認知症対応力向

上研修」、「認知症サポート医養成研修」、「一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対

応力向上研修」の受講者数をそれぞれ、50,000 人、4,000 人、87,000 人とすることを

具体的な目標に掲げている。 

 
*11 2014 年 2 月 18 日現在 343 名（日本看護協会 HP より） 

 

3.3.地域での生活を支える介護体制 

(1) 介護の専門性・質の向上 

精神科病院への入院の主要因は行動・心理症状の増悪のためであるが、それは介護の

不十分さに起因することも少なくない。認知症の人の介護を行うことは、その介護者に
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とって負担となっており、認知症の人と家族や介護者等との関係性に悪影響を与えるこ

ともある。よって、適切な介護サービスを利用することにより、介護者の負担が軽減さ

れることで、結果として、地域での生活の継続が可能となると考えられる。 

また、行動・心理症状が出現していても、基本的には、まずは、生活環境を考慮し、

地域の社会資源による（介護の専門性を発揮した）環境調整を行うことや、日常生活支

援等を行う等の非薬物療法が優先されるべきであり、また、認知症の専門医による適切

な支援が為されれば、薬物療法を行う事なく症状の緩和が可能となることもある。 

よって、介護事業所等（施設・居宅）の職員は、行動・心理症状について、その特徴

や機序等の知識を獲得するとともに、適切な対応に関する知識・技能を高め、介護の専

門性・質を向上させていくことが必要である。具体的には、精神科医療の支援を受け、

介護職員への研修（チーム研修等）や、行動・心理症状への適切な対応の実践等を積み

重ねていくことが求められる。 

その上で、専門性の高い介護と、精神科やその他の認知症専門科が連携し、それぞれ

の間で認識を共有できることが望ましい。 

 

(2) 早期対応が可能な体制 

行動・心理症状に対して、全てを介護の現場で対応するのは困難であり、また必要な

治療の遅延をきたす場合もあるため、精神科医療の後方支援や連携は不可欠である。 

また、認知症の症状のうち、家族や介護側は行動として表面に現れる症状に着目しが

ちであるが、認知症の専門医は、行動には現れにくいような中核症状にも注目し判断し

ており、家族や介護側との連携が重要である。 

重症化し対応困難にならないためには早期診断・早期対応が重要なことから、介護の

場（居宅、施設等）における、かかりつけ医や施設職員等の医療従事者による早期診断・

早期対応が可能な体制づくりが必要である。また、早期診断後の本人へのフォローアッ

プが重要である。 

 

(3) 地域移行・在宅復帰の支援 

精神科病院へ一時的に入院しても早期に退院し、地域や居宅に戻るためには、介護支

援専門員等が精神科病院と連携し退院前からの十分な情報共有、調整等を行う体制が必

要である。 

また、精神科病院と自宅では療養環境に大きなギャップがあることから、症状が落ち

着いたままで移動できるよう、直接自宅に戻るだけではなく一時的に施設を利用する、

試験外泊や退院当日に訪問看護を利用する等、ギャップを埋めるような支援体制を地域

で用意する必要がある。 

また、退院支援・地域連携クリティカルパス*1２等の活用により、入院時から退院を見

越した支援を組み入れることが必要である。 

 
*1２退院支援・地域連携クリティカルパス：入院初期の段階からあらかじめ、急性期の診療計画と併せて退院後の連携機関における診療計

画を作成しておくことにより、円滑な退院を促し、入院期間を短縮する効果があるとされている。 

 

(4) 家族への支援 

精神科病院への入院の要因として、アンケート調査でも家族の希望や介護者の事情等
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も約 4割あった。認知症の本人への支援ばかりではなく、本人を支える家族が疲弊しな

いよう、家族そのものに着目した支援も地域に必要である。 

具体的な支援体制として、レスパイトのためのショートステイが可能な介護施設等の

確保、症状への対処法等のノウハウの伝授（家族教育）、医療や介護の専門家による様々

な相談への対応（出張相談会等）、同じ悩みを持つ人たちが話し合える機会づくり等が

考えられる。 

4.まとめ 

本研究会では、認知症の人のうち、どのような状態の人に精神科病院への入院が必

要なのか、入院せずにできる限り住み慣れた地域で暮らし続けるためにはどのような

支援環境等が必要なのかといった点に関して、医療・介護従事者や関係の有識者等が

一同に会して、活発な議論・検討が行われ、意見を共有できたことは、大変に意義深

いものであった。 

研究会を進めるなかで、認知症に対する現状の医療、介護が抱える問題が明らかに

なり、その解決手段として、精神科医療によるリエゾンやアウトリーチといった、地

域生活への移行を促進するような取り組み、クリニカルパスのような入院医療の短期

化、標準化を目指す試みが紹介された。また、入院せずにできる限り住み慣れた地域

で暮らし続けるために、介護側による、介護の専門性や質の向上、地域での介護、医

療との連携による早期対応や地域移行・在宅復帰支援、等について有意義な検討と、

将来に向けての提言が行えたものと考える。 

また、アンケート調査を行い、現状必ずしも医学的に必要とはいえない人が入院し

ていることが示されたが、同時に家族支援や環境の整備を行う事で、少なくともこの

ような入院は減少し、将来的には、これらのみならず、行動・心理症状のために入院

する人も、減少するものと考えられた。 

 

 

 



アンケート集計結果

図１　入院理由（複数回答）

表１　医療側と介護側での回答と両群の差

n=4,829

27.8 4.4 66.9 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

純粋に医療的要因での入院群 非医療的要因での入院群 混合理由群 理由不明群

有意水準　*=5%、**=1%、***=0.1%(それぞれ以下）

図表1



図２　入院理由における医療的要因/非医療的要因

表２　医療的入院と非医療的入院との比較

※医療的要因Q15(入院理由)で、選択肢1(行動・心理症状の増悪)・3(薬剤の調整)・4(診断
の確定)・5(中核症状の進行)・11(身体合併症の治療)のみ選択された回答群
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5.1

4.7
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41.3

8.8

5.1

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行動・心理症状(BPSD)の増悪

地域からの要請(民生委員等)

薬剤の調整

診断を確定するため

中核症状の進行

家族の疲弊

待ち期間なく入院可能だったため

介護施設の入所待ち

経済的理由

介護者の事情(家庭･地域･施設で対応困難)

身体合併症の治療のため

その他

無回答

n=4,829

有意水準　*=5%、**=1%、***=0.1%(それぞれ以下）
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図３　入院前の居所（入院理由2群別、病院側回答のみ）

図４　Q14入院前に利用していたサービス（入院理由2群別、病院側回答のみ）
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病院回答における非医療的要因での入院群(n=189)

自宅(独居） 自宅（独居以外） 施設等 医療機関 その他 無回答
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47.6

4.7
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病院回答における純粋に医療的要因での入院群(n=774)

病院回答における非医療的要因での入院群(n=189)

医療保険のみ 介護保険のみ 両方利用 両方利用無し 無回答

図表3



表３　医療的入院群と非医療的入院群とのBPSD有無の比較

医療側の判断による医療的入院群と非医療的入院群でのNPI-QにおけるBPSD項目の回答の比較
（医療的入院群でBPSDがありとされた項目の割合降順）

表４　NPI-QのBPSD10項目における項目間の相関

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

3.興奮 605 78.2 164 21.2 5 0.6 109 57.7 78 41.3 2 1.1 **

9.易怒性 536 69.3 233 30.1 5 0.6 82 43.4 105 55.6 2 1.1 **

1.妄想 450 58.1 318 41.1 6 0.8 60 31.7 127 67.2 2 1.1 **

7.無関心 428 55.3 339 43.8 7 0.9 70 37.0 115 60.8 4 2.1 **

8.脱抑制 394 50.9 373 48.2 7 0.9 48 25.4 139 73.5 2 1.1 **

2.幻覚 352 45.5 416 53.7 6 0.8 37 19.6 149 78.8 3 1.6 **

10.異常行動 348 45.0 418 54.0 8 1.0 40 21.2 147 77.8 2 1.1 **

4.うつ 267 34.5 501 64.7 6 0.8 48 25.4 139 73.5 2 1.1 *

5.不安 257 33.2 510 65.9 7 0.9 48 25.4 139 73.5 2 1.1 *

6.多幸 180 23.3 587 75.8 7 0.9 40 21.2 147 77.8 2 1.1

**P＜0.01，*P＜0.05

医療的入院群（N=774） 非医療的入院群（N=189）

P値

あり なし 欠損 あり なし 欠損

相関係数

人数

相関係数 0.54 **

人数 952

相関係数 0.28 ** 0.23 **

人数 953 953

相関係数 0.22 ** 0.23 ** 0.15 **

人数 953 952 953

相関係数 0.16 ** 0.13 ** 0.11 ** 0.52 **

人数 951 951 953 951

相関係数 0.24 ** 0.28 ** 0.19 ** 0.34 ** 0.20 **

人数 951 951 953 951 952

相関係数 0.09 ** 0.20 ** 0.14 ** 0.20 ** 0.07 * 0.28 **

人数 949 949 951 949 949 950

相関係数 0.33 ** 0.26 ** 0.41 ** 0.20 ** 0.17 ** 0.28 ** 0.23 **

人数 951 951 953 951 951 952 950

相関係数 0.23 ** 0.21 ** 0.62 ** 0.12 ** 0.10 ** 0.17 ** 0.12 ** 0.50 **

人数 953 953 955 953 953 954 952 954

相関係数 0.25 ** 0.23 ** 0.26 ** 0.12 ** 0.15 ** 0.11 ** 0.22 ** 0.38 ** 0.24 **

人数 950 950 952 950 950 950 948 951 952

注）ここでの人数とは相関をみようとしている両方の項目で欠損がない人数をいう。

9.易怒性

10.異常行動

1.妄想

4.うつ

5.不安

 
5.不安 6.多幸 7.無関心

6.多幸

7.無関心

8.脱抑制

**P＜0.01，*P＜0.05

8.脱抑制 9.易怒性

10.異常

行動

1.妄想

2.幻覚

3.興奮

2.幻覚 3.興奮 4.うつ
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図５　認知症の入院患者のうち、社会的入院とみられる入院患者の在院日数

図６　全体の入院日数
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